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2１．前回の審査会合におけるコメント内容

令和4年12月15日 第1101回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 コメント

コメント内容 対応 説明

火災感知器を設置しない場所の判断に用いてい
る「他との区分」の考え方について説明すること。

「他との区分」は、金属又はコンクリート壁で囲まれた火災区域及び火災区
画とする。

Ｐ３

感知器の選定と設置の両方において、放射線の
影響等が考慮されているため、整理すること

感知器設置について改めて整理した結果、「作業員の個人線量が法令で定
める線量限度を超過するおそれがある」を判断基準に追加する

Ｐ４

煙感知方式の光電式分離型、熱感知方式の差
動分布型の選定の考え方について、説明するこ
と。

煙感知方式については、原則スポット型を優先するが、広い空間で障害物
がなく、側壁面に設置することで保守性に優れる場所においては、光電式分
離型を選定する。熱感知方式の差動分布型については、使用場所がないこ
とからリストから削除する。

Ｐ５

火災予防上支障がない火災感知器の設置につ
いて、原子力発電所においても適用できるかの
観点で説明すること

各方法において、火災感知に支障がないことと、原子力発電所においても
適用できることを説明する。

Ｐ６
Ｐ７

格納容器オペレーティングフロア高所に設置する
煙感知器について、環境条件も踏まえて、自主的
に設置する考え方について説明すること

格納容器オペレーティングフロア高所は、プラント運転中は被ばく防止の観
点から立入禁止設定をしている場所であり、アナログ式煙感知器の万一の
放射線影響による故障も想定し、機種の異なる非アナログ式煙感知器を予
備として自主設置する。

Ｐ１２

使用済燃料ピットエリアの煙感知器設置における
異物混入リスクの評価について説明すること。

煙感知器は、火災感知性を確保しつつ、使用済燃料ピットからの離隔の確
保により、設置又は保守時における異物混入リスクの低減に大きく寄与でき
る方法により設置する。

Ｐ１４



3２．火災感知器選定及び設置に係る設計方針（１／６）

（１）火災感知器の選定及び設置検討における設計の考え方
基本設計方針記載事項のうち、火災感知器の選定及び設置に係る設計について、以下に示す。

火災防護審査基準2.2.1(1)①に対応
（火災感知器の選定）

火災防護審査基準2.2.1(1)②に対応
（火災感知器の設置）

同じ感知方式の
別の火災感知器を選択 別の感知方式を選択

火災感知器の設置方法の検討
（設置場所毎に検討）

発火源及び可燃物がなく、
金属又はコンクリートで他と区分された

火災が発生しない場所か。

火災感知器を設置しない設計（A）
・使用済燃料ピット
・使用済樹脂貯蔵タンク室
・使用済樹脂タンク室エリア

・脱塩塔室

消防法施行規則の適用対象エリアか

環境条件に応じ、個別に設計
・屋外（B）
・海水管トレンチ室（屋外）　等（B’）

No

No

Yes

※１　（図２／２へ）

※２　（図２／２より） ※３　（図２／２より）

Yes

START

感知方式毎に設置場所の環境条件に適した故障・誤作
動のおそれがない火災感知器を選定する。選定ではア

ナログ式の感知器を優先する。

「環境条件に応じた火災感知器リスト」

設置方法は、煙感知方式、熱感知方式、炎感知方式の
順に優先して検討する。また、感知器と検出装置とでは

感知器を優先して検討する。

火災感知器の選定及び設置の設計フロー（１／２）



4２．火災感知器選定及び設置に係る設計方針（２／６）

選択した火災感知器を
消防法施行規則の設置方法に基づく

条件※で設置できるか？

Yes

No

作業員の個人線量が
法令で定める線量限度を超過する

おそれのある場所か？

同じ感知方式のすべての
火災感知器について設置方法

を検討したか？

設計基準を適用し、
火災感知器を設置(C)

火災防護審査基準2.2.1(1)②
に基づき、火災感知器を設置

異なる感知方式の火災感知器の
それぞれについて、網羅性を確保できる

設置方法が確定したか？

※消防法施行規則に基づく条件とは、感知器
（検定品）については、消防法施行規則に規
定される取付面の高さ、環境条件（外気の流
通、放射線量、設備配置）及び網羅性（煙・熱
は床面積に応じた個数を設置、炎は死角がな
いように設置）の条件又は消防法の運用上に
おいて、実務上、火災感知に支障のないと認
められている措置(ⅰ～ⅷ)のことをいい、検出
装置については、消防法施行規則の要求水
準と同等以上の感知性能及び網羅性が確保
できることをいう。

END

Yes

Yes

No

No

No

Yes

火災感知器の設置方法の検討
（設置場所毎に検討）

※１　（図１／２より）

※２　（図１／２へ） ※３　（図１／２へ）

同じ感知方式の
別の火災感知器を選択 別の感知方式を選択

使用済燃料ピットへの
異物管理を考慮するエリアか？

Yes

No

火災感知器の選定及び設置の設計フロー（２／２）



5

（２）火災感知器の選定
○固有の信号を発するアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器、非アナログ式の炎感知器から異なる種類の火災感知器を組み合わ
せて選定する設計を基本とする。

○個々の火災感知器の設置場所毎に予想される火災の性質（急激な温度変化、煙の濃度の上昇、赤外線量の上昇）及び環境条件（
放射線の影響、引火性気体の滞留のおそれ、結露発生の有無、風雨の影響）を考慮し、アナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感
知器又は非アナログ式の炎感知器を選定することが適さない場合には、故障・誤作動等を考慮し、同一環境条件ごとに適切な火災
感知器を選定する。

○煙感知方式のスポット型と分離型の選定については、原則スポット型を優先して選定するが、いずれも感知性に有意な差はないため、広
い空間で障害物がなく、側壁面に設置することで保守性に優れる場所においては、分離型を選定する。

火災感知器の選定で
考慮が必要な環境条件

選定する感知器 選定する検出装置

煙感知方式 熱感知方式 炎感知方式 煙感知方式 熱感知方式 炎感知方式

一般的な環境
アナログ式の

煙感知器
アナログ式の

熱感知器
非アナログ式の

炎感知器
―

光ファイバ温度
監視装置

―広い空間で障害物
がなく、側壁面に
設置することで保
守性に優れる場所

アナログ式の
光電式分離型

煙感知器

放射線環境
非アナログ式の

煙感知器 非アナログ式の
熱感知器

―
―

― ―
高放射線環境 ―

空気吸引式の
煙検出装置

発火性／引火性雰囲気に
なるおそれがある場所

非アナログ式の
防爆型の煙感知器

非アナログ式の
防爆型の熱感知器

― ― ― ―

結露が発生する場所 ―
アナログ式の

防水型の熱感知器

非アナログ式の
炎感知器

（防滴カバー着装）
― ―

非アナログ式の
屋外仕様の
炎検出装置

屋外 ―
非アナログ式の

屋外仕様の
熱感知器

― ― ―
非アナログ式の

屋外仕様の
炎検出装置

２．火災感知器選定及び設置に係る設計方針（３／６）



6２．火災感知器選定及び設置に係る設計方針（４／６）

（３） 火災感知器の設置方法（１／２）
○火災防護審査基準では、異なる種類の感知方式による火災感知器の設置が求められており、それぞれ消防
法施行規則第２３条第４項に基づき設置する。

○消防法では実務上認められる工事基準書等に基づいた方法として、火災感知に支障がないことを確認した上
で、以下に掲げる方法についても適用する。また、シャワー室は、その用途により火災発生のおそれが小さ
いため、火災感知器を設置しないことが一般建物において認められていることから、火災感知器を設置しな
い。

ⅰ. 感知区域の面積が小さいときに、隣接感知区域と同一の感知区域とみなし、火災感知器の設置を行う方法

ⅱ. 感知器の設置面から換気口等の空気吹出し口までの鉛直距離が1m以上あるときに、火災感知器と空気吹出し口と
の水平距離が1.5mを下回る位置に火災感知器を設置する方法

ⅲ. 空気吹出し口から水平に空気が吹き出されているときに、その吹き出し方向と逆方向について、火災感知器と空気吹
出し口との水平距離が1.5mを下回る位置に火災感知器を設置する方法

ⅳ. パイプダクト等のたて穴には、最頂部に煙感知器を設置する方法

ⅴ. 換気口等の空気吹出し口や狭小部の壁又は梁から適切に距離を確保すると配置に偏りが生じ感知性能に支障をき
たすおそれがある場合は、消防法施行規則に定められる距離を下回る位置に火災感知器を設置する方法

ⅵ．天井面の段差が特定の形状をしている場合、段差天井部を同一の感知区域とみなす方法

ⅶ. 階段室において、熱感知器を垂直距離8mにつき1個以上設置する方法

ⅷ. エレベータ室において、昇降路の最頂部又はエレベータ機械室との間に開口部がある場合はエレベータ機械室の取
付面に感知器を設置する方法

一例としてⅳについて、火災の感知に支障がないことと原子力発電所においても適用できることを次頁に示す。



7２．火災感知器選定及び設置に係る設計方針（５／６）

（３） 火災感知器の設置方法 （２／２）

【火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法】

ⅳ. パイプダクト等のたて穴には、最頂部に煙感知器を設置する方法

○ パイプダクト等のたて穴構造の場合は火災で発
生する煙及び熱がたて穴に沿って上昇することか
ら、消防法施行規則において煙感知器の設置高さ
に制限があるものの、最頂部に１個以上の煙感知
器を設置することで煙を感知でき、一般建物にお
いて火災感知に支障がないと考えられる。

○ パイプダクト等のたて穴の火災で発生する煙及
び熱の流動は、一般建物と原子力発電所において
変わりないため、本方法は伊方発電所においても
適用可能である。

EL. 10.0m

EL. 17.0m

EL. 24.0m

S アナログ式の煙感知器

S

床面積約10m2

20.69m

グレーチング

【伊方３号機における適用箇所】
セメント固化装置エリアの一部



8２．火災感知器選定及び設置に係る設計方針（６／６）

（４） 火災感知器を設置しない、消防法施行規則第23条第4項の適用対象ではない、又は火災防護審査
基準に定められた方法で火災感知器を設置できない若しくは設置することが適切ではない場所

このうち、A、 C－（イ）、C －（ニ） 、C －（ホ）について、次頁以降に詳細を示す。

No 考慮する環境条件等 火災感知器の設置 該当場所

A
発火源及び可燃物がなく、金属又はコンクリートで他と区
分された火災が発生しない場所

火災が発生しない場所であ
ることから、火災感知器を設
置しないこととする

使用済燃料ピット、使用済樹脂貯蔵タンク室、
使用済樹脂タンク室エリア、脱塩塔室

B 消防法施行規則第23条第4項の適用対象ではない
個別の環境条件等に応じた
火災感知器設計を行う。

海水ポンプエリア、 海水管トレンチ（屋外）、
燃料油貯油槽エリア等

C
火災防護審査基準に定められた方法で火災感知器を設
置できない又は設置することが適切ではない

火災感知器を適切な場所に
設置することにより、設置場
所において発生する火災を
もれなく確実に感知できるこ
とする。

―

イ
取付面の高さが消防法施行規則第23条第4項で規定され
る高さ以上の場所

オペレーティングフロアから上部（キャビティ上
部含む）、
アニュラス部、 燃料取替用水タンク室、
燃料取扱棟のうち新燃料貯蔵庫エリア

ロ
外気が流通する場所で火災の発生を有効に感知すること
ができない場所

使用済燃料乾式貯蔵建屋-1 給気エリア

ハ
火災感知器を設置できる取付面がなく、有効に火災の発
生を感知できない場所

加圧器室、ループ室、炉内核計装用シンブル
配管室

ニ
火災感知器の設置又は保守時に使用済燃料ピットへの
異物混入防止管理が必要な使用済燃料ピットエリア

燃料取扱棟のうち使用済燃料ピットエリア

ホ
火災感知器の設置又は保守時における作業員の個人線
量が、法令で定める線量限度を超過するおそれのある場
所

炉内核計装用シンブル配管室



9３．火災区域・火災区画の火災感知器設計（１／７）

A 発火源及び可燃物がなく、金属又はコンクリートで他と区分された火災が発生しない場所（１／３）
【対象】 使用済燃料ピット、使用済樹脂貯蔵タンク室、使用済樹脂タンク室エリア、脱塩塔室

○使用済樹脂タンク室エリアの火災感知器設計

・使用済樹脂タンク室エリアは、コンクリート壁及び防火扉により他と区切られていること、また、発火源となる常
設設備がなく可燃物の持ち込み及び仮置きを行わないため、火災が確実に発生しない環境であることから、火
災感知器を設置しない設計とする。

（使用済樹脂タンク室）

遮蔽扉

(弁等設置エリア)

火災区域
(使用済樹脂タンク室エリア）

防火扉

原子炉補助建屋　EL.3.3m

使用済
樹脂
タンク

コンクリート壁○使用済樹脂タンク室エリアの概要

・使用済樹脂タンク室エリアは、コンクリート壁及び防火扉により
他と区切られている

・使用済樹脂タンク室エリアに設置される設備はタンクと配管、弁
（制御弁含む）及び照明設備のみである。このうち、制御弁は弁
開閉を示す信号ケーブルが電線管内に敷設されていること、ま
た照明設備は回路が室外で切り離されていることから、使用済
樹脂タンク室エリアに発火源となりうる設備はない。

・使用済樹脂タンク室エリアは社内規定にて常時立入禁止と設
定している他、社内規定にて可燃物保管禁止場所としても設定
しており、可燃物の持ち込み及び仮置きを行わない。



10３．火災区域・火災区画の火災感知器設計（２／７）

A 発火源及び可燃物がなく、金属又はコンクリートで他と区分された火災が発生しない場所（２／３）

・今回の火災感知器設置にあたり、脱塩塔室エリアの壁の設
置状況及び設備の配置状況を確認した。

・脱塩塔室は常時立入禁止場所として設定していること、脱塩
塔室と脱塩塔室以外とはコンクリート壁又は遮蔽扉で区切ら
れていることから、火災区画設定の考え方も踏まえ、脱塩塔
室と脱塩塔室以外で火災区画を分割することで、より適切な
火災区画区分となると判断した。このため、本申請に合わせ
て火災区画の見直し（適正化）を実施する。

・火災区画変更に伴い、分割した２つの火災区画におけ
る火災発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響
軽減について再評価し、火災区画見直しに伴う影響がな
いことを確認した。

・次ページでは、火災区画変更後の脱塩塔室における火
災感知器設計について示す。

○脱塩塔室を含む火災区画の見直し 脱塩塔室

コンクリート壁

遮蔽扉火災区画（脱塩塔室他エリア）

火災区画（脱塩塔室）

脱塩塔

変更前

変更後

火災区画（脱塩塔室廻り配管・弁他エリア）



11３．火災区域・火災区画の火災感知器設計（３／７）

A 発火源及び可燃物がなく、金属又はコンクリートで他と区分された火災が発生しない場所（３／３）

○脱塩塔室（火災区画変更後）の火災感知器設計

・脱塩塔室に設置される設備はタンクと配管及び照明設備のみである。このうち、照明設備は回路が室外で切
り離されていることから、脱塩塔室に発火源となりうる設備はない。

・脱塩塔室は社内規定にて常時立入禁止と設定している他、社内規定にて可燃物保管禁止場所としても設定し
ており、可燃物の持ち込み及び仮置きを行わない

・脱塩塔室は、コンクリート壁及び遮蔽扉により他と区切られていること、また、発火源となる常設設
備がなく可燃物の持ち込み及び仮置きを行わないため、火災が確実に発生しない環境であることから、
火災感知器を設置しない設計とする



12３．火災区域・火災区画の火災感知器設計（４／７）

C― （イ）取付面の高さが消防法施行規則第23条第4項で規定される高さ以上の場所
【対象】オペレーティングフロアから上部（キャビティ上部含む）、アニュラス部、燃料取替用水タンク室、

燃料取扱棟のうち新燃料貯蔵庫エリア

火災区域区
画状況

・取付面の高さが消防法施行規則第23条第4項で規定される高さ20m以上の場所であり、消防法施行規則第23条第4項
に従い煙感知器及び熱感知器を設置できない

火災感知器
の選定・設置

煙感知器： アナログ式煙感知器を以下の場所に設置し、もれなく確実に火災を感知する
①オペレーティングフロアの煙の流路上で有効に火災を感知できる場所に設置

②格納容器ポーラクレーン昇降タラップ付近に設置

炎感知器： 非アナログ式炎感知器を消防法施行規則のとおり設置する

○オペレーティングフロアから上部の火災感知器設計

格納容器ポーラクレーン

s

s s ss

約17m

約48m

s

アナログ式煙感知器

非アナログ式煙感知器s

s

プラント
運転中

立入禁止

○格納容器ポーラクレーン昇降タラップ付近の煙感知器の運用

・格納容器ポーラクレーン昇降タラップ付近は、プラント運転中は被ば
く防止の観点から立入禁止設定をしている。そのため、プラント運転
中において、格納容器ポーラクレーン昇降タラップ付近の煙感知器が
故障した場合、煙感知器取替等の対応ができない

・煙感知器故障時においても火災感知が可能なよう、格納容器ポーラ
クレーン昇降タラップ付近に、煙感知器を予備として自主設置する。

・自主設置する煙感知器は、アナログ式煙感知器の万一の放射線影
響による故障も想定し、機種の異なる非アナログ式煙感知器とする。



13３．火災区域・火災区画の火災感知器設計（５／７）

C ― （ニ）火災感知器の設置又は保守時に使用済燃料ピットへの異物混入防止管理が必要な使用済燃料
ピットエリア（１／２）

【対象】燃料取扱棟のうち使用済燃料ピットエリア

○燃料取扱棟を含む火災区域及び火災区画の見直し

・使用済燃料ピットエリアを含む、燃料取扱棟にお
ける火災感知器設計にあたり、燃料取扱棟内の
区画、設備配置状況を確認した。

・燃料取扱棟と同一フロアにあり、燃料取扱棟内の
一部に設置されている新燃料貯蔵庫について、
その内部には火災感知器を消防法施行規則第
23条第4項のとおり設置できる取付面はない。

燃料取扱棟断面図　（火災区域及び区画　変更前）　

新燃料
貯蔵庫

新燃料貯蔵庫エリア

使用済燃料ピットエリア

燃料取扱棟
（火災区画）

燃料取扱棟
（火災区域）

使用済燃料ピット

・仮に新燃料貯蔵庫内での火災を想定した場合は、燃料取扱棟内の火災感知器にて火災を感知し、消火活動を行う
こととなる。この火災感知から消火に至る一連の流れは、燃料取扱棟内で火災が発生した場合と新燃料貯蔵庫内
で火災が発生した場合とで変わるものではないことから、燃料取扱棟（火災区画）と新燃料貯蔵庫（火災区域）をま
とめて１つの火災区画とすることで、より適切な火災区画区分となると判断した。

・火災区画変更に伴い、火災発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減について再評価し、火災
区画見直しに伴う影響がないことを確認した。

・次ページでは、火災区画変更後の燃料取扱棟における火災感知器設計について示す。



14３．火災区域・火災区画の火災感知器設計（６／７）

C ― （ニ）火災感知器の設置又は保守時に使用済燃料ピットへの異物混入防止管理が必要な使用済燃料
ピットエリア（２／２）

○使用済燃料ピットエリアへの設計基準適用

・燃料取扱棟の空気流は、片側に吹出口、反対側に吸込
口が並べられており、空気の流れ方向は一定。また、燃
料取扱棟の排気風量全体の95%以上は、使用済燃料ピッ
トエリア側の吸込口から排気される

・火災発生時の煙は、空気流を考慮すると使用済燃料ピッ
トエリア側の吸込口近傍に集まると考えられることから、
光電式分離型煙感知器により、もれなく確実に火災を感
知することができる。

燃料取扱棟エリア　断面図

新燃料
貯蔵庫

新燃料貯蔵庫エリア

使用済燃料ピットエリア

（通路）

吸込口 光電式分離型
煙感知器

排気風量全体の95%以上が排気

光軸

約7m 約10m

使用済燃料ピットエリア

使用済燃料ピット

新燃料貯蔵庫エリア

使用済燃料ピット（通路）

燃料取扱棟　平面図

光電式分離型
煙感知器

光軸

光電式分離型煙感知器
(新燃料貯蔵庫エリアの感
知性向上のために設置)

光軸

○使用済燃料ピットの異物混入防止管理を考慮した煙感知器配置

・使用済燃料ピットエリアは、持込品員数管理や養
生処置等の異物混入防止対策を行うエリアである
が、使用済燃料ピットへの異物混入リスクを完全
に払拭することは難しく、僅かながらにリスクが残
存することから、異物混入のリスクを極力低減で
きるよう、煙感知器の配置検討が必要。

・煙感知器は、感知性を確保しつつ、使用済燃料ピ
ットからの離隔の確保により、設置又は保守時に
おける異物混入リスクの低減に大きく寄与できる
設置が可能な光電式分離型煙感知器を選定し設
置する。



15３．火災区域・火災区画の火災感知器設計（７／７）

C ― （ホ）火災感知器の設置又は保守時における作業員の個人線量が、法令で定める線量限度を超過す
るおそれのある場所

【対象】炉内核計装用シンブル配管室

火災区域区
画状況

・原子炉容器下部の特殊形状であり、有効な感知器取付面がない。

・原子炉容器下部であり、プラント運転中の放射線影響が非常に大きく、非アナログ式煙感知器及び炎感知器を選定でき
ない。

・プラント停止中においてシンブル配管を原子炉容器内からシンブル配管室へ引き抜いている期間は、高放射線環境とな
り作業員の被ばく管理を考慮する必要がある。

火災感知器
の選定・設置

煙感知器： 空気流の流出先であるループ室の煙感知器を兼用する

熱感知器： 非アナログ式の熱感知器を取付可能な面に設置する

○炉内核計装用シンブル配管室（煙感知）への設計基準適用

炉内核計装用シンブル配管

原子炉容器

空気流
空気流

炉内核計装用シンブル配管室　断面図

○炉内核計装用シンブル配管室の火災感知器設計

・非アナログ式煙感知器は、プラント運転中の放射線影響が非常に大
きく、故障が懸念されるため、選定できない。

・空気吸引式煙検出装置については、網羅的に煙を感知するために必
要な配管敷設等の工事量が極めて大きく、設置又は保守に期間を要
することから、火災感知器の設置又は保守時における作業員の個人
線量が、法令で定める線量限度を超過するおそれがある

・このため、空気流を考慮し、ループ室の非アナログ式の煙感知
器及びオペレーティングフロアのアナログ式の煙感知器を兼用す
ることにより、炉内核計装用シンブル配管室の火災をもれなく確
実に感知できる。



16４．審査スケジュール

年度
令和4年度
（2022年度)

令和5年度
(2023年度)

令和6年度
(2024年度)

月
～6
月

7～9
月

10～12
月

1～3
月

4～6
月

7～9
月

10～12

月
1～3
月

4～6
月

7～9
月

10～12

月
1～3
月

定期事業者検査

火災感知器追設工事※１

設工認申請

使用済燃料乾式

貯蔵施設設置工事

設工認（変認）申請

▼6/30 申請

3-17

現地工事・使用前事業者検査・使用前確認

3-16

審 査

審 査

現地工事・使用前事業者検査

使用前確認(火災感知器関係)

設置期限※2 △

※１：平成31年1月 先行工事着手済

※２：設置期限：火災防護審査基準の改正基準施行（平成31年2月13日）から５年以降の最初に定期事業者検査を終了するとき（3号機第17回定検）

使用済燃料乾式
貯蔵施設供用開始▽

▼6/30 申請

▼9/8 審査会合#1

▼12/15 審査会合#2

▼9/8 審査会合#1

▼12/15 審査会合#2

▼2/21 審査会合#3（今回）

▼2/21 審査会合#3（今回）

▽補正

▽補正



参 考
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○火災感知器の選定及び設置 詳細検討フロー（１／２）

○火災区域・区画に設置する感知器及び検出装置（以下「火災感知器」という。）は、固有の信号を発するアナ
　 ログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器、非アナログ式の炎感知器（炎が発する赤外線又は紫外線を感知
 　するため、煙や熱が感知器に到達する時間遅れがなく、火災の早期感知に優位性がある）から異なる種類の火
 　災感知器を組み合わせて選定する設計を基本とする。

○個々の火災感知器の設置場所毎に予想される火災の性質（急激な温度変化、煙の濃度の上昇、赤外線量の
　 上昇）及び環境条件（放射線の影響、引火性気体の滞留のおそれ、結露発生の有無、風雨の影響）を考慮し、
   アナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器又は非アナログ式の炎感知器を選定することが適さない場合
   には、故障・誤作動等を考慮し、同一環境条件ごとに火災感知器を選定する。

○同一感知方式で複数の火災感知器を選定可能な場合にはアナログ式の火災感知器を優先して選定する。

○煙感知方式のスポット型と分離型の選定については、原則スポット型を優先して選定するが、いずれも感知性
　 に有意な差はないため、広い空間で障害物がなく、側壁面に設置することで保守性に優れている場所におい
　 ては、分離型を選定する。

※１　（火災感知器の設置方法）　へ

（火災感知器の設置方法）
※２、※３より環境条件に応じた火災感知器リスト

「環境条件に応じた火災感知器リスト」を元に下記条件に基づき火災感知器の設置方法を検討する。

　○ 無炎火災を考慮し、煙感知方式の火災感知器を優先し、熱感知方式、炎感知方式の優先順とする。
　○ 消防法の検定品である感知器を優先する。ただし、狭所かつ長距離にケーブルを
　　　敷設する場所においては、検定品と同等の感知性能を有する光ファイバ温度監視装置を選定する。

参考① 火災感知器の選定及び設置 詳細（１／２）



19

○火災感知器の選定及び設置 詳細検討フロー（２／２）
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天
井

面
に

熱
感

知
器

等
を

設
置

熱
感

知
器

を
設

置
可

能
な

取
付

面
が

あ
る

か
？

Y
e
s

N
o

取
付

面
の

高
さ

が
消

防
法

施
行

規
則

で
規

定
さ

れ
る

高
さ

8m
以

上
の

場
所

か
？

他
の

感
知

方
式

の
火

災
感

知
器

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
審

査
基

準
2.

2.
1(

1)
②

に
基

づ
く

設
置

方
法

を
検

討
し

た
か

？
N

o

熱
感

知
方

式
の

す
べ

て
の

火
災

感
知

器
に

つ
い

て
設

置
方

法
を

検
討

し
た

か
？

設
計

基
準

を
満

足
す

る
よ

う
火

災
感

知
器

を
設

置
(C

)

他
の

感
知

方
式

の
火

災
感

知
器

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
審

査
基

準
2.

2.
1(

1)
②

に
基

づ
く

設
置

方
法

を
検

討
し

た
か

？

Y
e
s

N
o

Y
e
s

N
o

Y
e
s

N
o

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

異
物

管
理

を
考

慮
す

る
エ

リ
ア

か
？

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

異
物

管
理

を
考

慮
す

る
エ

リ
ア

か
？

（火
災

感
知

器
の

選
定

）
※

１
よ

り

Y
e
s

N
o

Y
e
s

N
o

消
防

法
施

行
規

則
第

23
条

第
4項

七
号

へ
に

該
当

す
る

場
所

か
？

Y
e
s

（火
災

感
知

器
の

選
定

）
※

２
へ

煙
感

知
方

式
の

別
の

火
災

感
知

器
を

選
択

（火
災

感
知

器
の

選
定

）
※

３
へ

別
の

感
知

方
式

の
火

災
感

知
器

を
選

択

（火
災

感
知

器
の

選
定

）
※

２
へ

熱
感

知
方

式
の

別
の

火
災

感
知

器
を

選
択

（火
災

感
知

器
の

選
定

）
※

３
へ

別
の

感
知

方
式

の
火

災
感

知
器

を
選

択

（火
災

感
知

器
の

選
定

）
※

３
へ

別
の

感
知

方
式

の
火

災
感

知
器

を
選

択

N
o

煙
感

知
器

を
設

置
可

能
な

取
付

面
が

あ
る

か
？

Y
e
s

N
o

※
４

へ
※

４
へ

※
４

よ
り

作
業

員
の

個
人

線
量

が
法

令
で

定
め

る
線

量
限

度
を

超
過

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

か
？

Y
e
s

N
o

本
フ

ロ
ー

で
は

、
各

感
知

方
式

に
お

い
て

伊
方

３
号

機
の

火
災

感
知

器
の

設
置

判
断

に
適

用
し

た
判

定
項

目
の

み
を

示
す

。

参考① 火災感知器の選定及び設置 詳細（２／２）



20参考② 火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（１／６）

○火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（１／６）

ⅰ.感知区域の面積が小さいときに、隣接感知区域と同一の感知区域とみなし、火災感知器の設置を行う方法

・感知区域の面積が小さく梁等が浅い場合は、火災で発生する煙及び熱が隣接感知区域に流れ込むまでの時
間が短く、一般建物の火災感知に支障がないと考えられる。

・小区画が隣接している場合の煙及び熱の流動は、
一般建物と原子力発電所において変わりないため、
本方法は伊方発電所においても適用可能である。

ⅱ. 感知器の設置面から換気口等の空気吹出し口までの鉛直距離が1m以上あるときに、火災感知器と空気吹出
し口との水平距離が1.5mを下回る位置に火災感知器を設置する方法

・換気口等の空気吹出し口までの鉛直距離が1m以上ある場合は、火災で発生する煙及び熱が吹出し口から
の空気流からの直接的な影響を受けることはなく、一般建物において、火災感知に支障がないと考えられ
る。

・煙及び熱が吹出し口からの空気流によって
受ける影響は、一般建物と原子力発電所に
おいて変わりないため、本方法は伊方発電
所においても適用可能である。
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○火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（２／６）

ⅲ. 空気吹出し口から水平に空気が吹き出されているときに、その吹き出し方向と逆方向について、火災感知
器と空気吹出し口との水平距離が1.5mを下回る位置に火災感知器を設置する方法

・空気吹出し口から水平に空気が吹き出される場合は、その吹き出し方向の逆方向において、火災で発生す
る煙及び熱が吹出し口からの空気流からの直接的な影響を受けることはなく、一般建物において、火災感
知に支障がない。

・煙及び熱が吹出し口からの空気流によって受ける影響は、一般建物と原子力発電所において変わりないた
め、本方法は伊方発電所においても適用可能である。

参考② 火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（２／６）
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○火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（３／６）

ⅴ. 換気口等の空気吹出し口や狭小部の壁又は梁から適切に距離を確保すると配置に偏りが生じ感知性能に支
障をきたすおそれがある場合は、消防法施行規則に定められる距離を下回る位置に火災感知器を設置する
方法

・天井面に吹出口が密集している場合は、火災により発生する煙及び熱は室内に拡散し、煙濃度・熱が均一
に上昇するため、吹出口からの離隔を確保するために当該室外又は局所的に火災感知器を配置するよりも
火災感知器を吹出口から1.5m以内に設置した方が感知性が優位であり、一般建物において、火災感知に支
障がないと考えられる。

・吹出口からの空気流による煙及び熱の滞留は、一般建物と原子力発電所において変わりないため、本方法
は伊方発電所においても適用可能である。

：鉛直方向吹出口の中心から1.5m

S

S

A/B2-4-4 ②

S ：アナログ式の煙感知器

参考② 火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（３／６）
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○火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（４／６）

ⅵ．天井面の段差が特定の形状をしている場合、段差天井部を同一の感知区域とみなす方法

・天井面に段差があり、図のような構造をしている場合は、火災により発生する煙及び熱が主たる取付面に
拡散するため、主たる取付面にのみ火災感知器を設置することで一般建物において火災感知に支障がない
と考えられる。

・天井面における煙及び熱の拡散は、一般建物と原子力発電所
において変わりないため、本方法は伊方発電所においても
適用可能である。

（煙感知器の場合）

参考② 火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（４／６）
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○火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（５／６）

ⅶ. 階段室において、熱感知器を垂直距離8mにつき1 個以上設置する方法

・階段又は傾斜路において煙感知器を設計する場合は、消防法施行規則第23条
第4項によって鉛直距離15mにつき１個以上を設置することとされている。こ
の鉛直距離15mは消防法施行規則第23条第4項における煙感知器2種の設置可
能な取付け面高さであることから、煙感知器においては階段室の構造を考慮
しても煙感知器の制限高さ範囲までは階段室の火災感知に支障がないとされ
ていると考えられる。

・火災により発生する熱も階段室に沿って上昇するため、熱の流路となるよう
階段室の鉛直方向に8mにつき1個以上の熱感知器を設置することで火災感知
に支障がないと考える。

・伊方発電所における階段室は、階段部がグレーチング構造のものがあるが、
火災に発生する熱の流動を妨げるものではないため、本方法は伊方発電所に
おいても適用可能である。

8m未満

8m未満

8m未満

熱感知器

参考② 火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（５／６）
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○火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（６／６）

ⅷ. エレベータ室において、昇降路の最頂部又はエレベータ機械室との間に開口部がある場合はエレベータ機
械室の取付面に感知器を設置する方法

・エレベータ室の場合は、火災で発生する煙が昇降路に沿って上昇するため、昇降路の頂部又は昇降路とエ
レベータ機械室との間に開口がある場合にはエレベータ機械室の取付け面に煙感知器を設置することが消
防法施行規則第23条第4項に定められている。

・火災により発生する熱もエレベータ室の昇降路に沿って上昇するため、昇降路の頂部又は昇降路とエレベ
ータ機械室との間に開口がある場合にはエレベータ機械室の取付け面に熱感知器を設置することで火災感
知に支障がないと考えられる。

・伊方発電所におけるエレベータ室は一般建物における構造と同様であるため、火災により発生する煙及び
熱は昇降路の頂部又はエレベータ機械室の取付面に設置する火災感知器で感知可能であり、本方法は伊方
発電所においても適用可能である。

参考② 火災感知に支障がないことを確認した上で適用する火災感知器設置方法（６／６）

○シャワー室には感知器を設置しない方法

・シャワー室は、その用途により火災発生のおそれが小さいため、感知器を設置しないことが一般建物にお
いて認められている。

・原子力発電所においては設計基準対象施設の安全性及び重大事故等対処施設の重大事故等に対処するため
に必要な機能を損なわないよう早期の火災感知が求められているが、伊方発電所におけるシャワー室には
設計基準対象施設の安全性及び重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を有する設
備は設置しておらず、シャワー室の換気は防火ダンパによって他の火災区画と区分されている。

・シャワー室で発生する火災が、設計基準対象施設の安全性及び重大事故等対処施設の重大事故等に対処す
るために必要な機能に影響を及ぼすことはないため、本方法は伊方発電所においても適用可能である。
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 変更前

変更後

参考③ 燃料取扱棟 火災区画変更図



27参考④ これまでの設工認審査を踏まえた基本設計方針の整理結果（１／９）



28参考④ これまでの設工認審査を踏まえた基本設計方針の整理結果（２／９）



29参考④ これまでの設工認審査を踏まえた基本設計方針の整理結果（３／９）



30参考④ これまでの設工認審査を踏まえた基本設計方針の整理結果（４／９）



31参考④ これまでの設工認審査を踏まえた基本設計方針の整理結果（５／９）



32参考④ これまでの設工認審査を踏まえた基本設計方針の整理結果（６／９）



33参考④ これまでの設工認審査を踏まえた基本設計方針の整理結果（７／９）



34参考④ これまでの設工認審査を踏まえた基本設計方針の整理結果（８／９）



35参考④ これまでの設工認審査を踏まえた基本設計方針の整理結果（９／９）


